
再評価調書 
事 業 名 （仮称）岬町多奈川地区多目的公園整備事業 
所 在 地 大阪府泉南郡岬町多奈川東畑 
再評価理由 事業採択後 10年を経過した時点で継続中 
目    的 岬町周辺には地域住民がスポーツに親しめる広場がなく、また、岬町特

有の気候が育む自然環境を活かした自然観察や農業体験のできる多目的公
園的スペースがなかった。そのため、それらの府民ニーズにあう公園整備
が求められ、豊かな自然環境や地域特性を有する岬町多奈川東畑地区にお
いて、「協働」・「環境」・「健康」をテーマとした『公共と民間が協働で創造
する新しい多目的公園』を整備する。また、PPPによる民間活力を利用し
た公園整備を図ることにより、地域雇用や地域振興などの経済活性効果も
期待できる。 

内    容 面  積・・・約 128ha 
整備概要 
公共【約 56ha】： 

緑道、水路、多目的広場、緑地、せせらぎ、親水池等（府が整備）
民間【約 72ha】： 
果樹園・体験農場・食品加工施設等（パートナー事業者が整備） 

全体事業費：約 69億円（－億円）   うち投資済事業費：約 4億円 
（内訳）用地費約 43億円（50億円） （内訳）用地費約 0億円 
    工事費約 26億円（－億円）       工事費約 4億円 
（   ）内の数値は計画時点のもの 
土砂採取から用地造成までの事業費は、関西国際空港用地造成会社が負担。 

事 業 費 

【計画時点の事業費との変動理由】 
多目的公園の具体的な整備内容等については、「岬町多奈川地区整備促進協議会」にお

いて検討することとしたため計画当初は設定されていない。 

維持管理費 
経常経費 約 17.0百万円／年（見込み） 
ただし、パートナー事業者進出地については含まず。 

上 位 計 画 大阪府行財政計画(案)、岬町総合計画 
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関 連 事 業 関西国際空港 2期事業（土砂採取事業） 
計画時の想定 現時点での状況 分析 

【完成予定の変更理由】 

経    過 

事業採択年度:H9 
事業着手年度:H9 
完成予定年度:－ 

事業採択年度: H9 
事業着手年度: H9 
完成予定年度:H22～24 

進 捗 状 況  
用地: － ％ 

 
工事: － ％ 

（平成 17年度末） 
用地: 0％ 
 
工事: 17％ 

土砂採取事業が平成 17
年 5 月に終了し、事業
スキームが確定したた

め。 

途 中 段 階 の 
整 備 効 果 
発 現 状 況 

PPP手法導入（公園事業地の一定区画を進出企業が果樹園・体験農場・食
品加工施設等として整備）による事業費の圧縮。 

事
業
の
進
捗
状
況 

事 業 進 捗 に 
関 す る 課 題 

公園整備パートナー事業者の誘致。 

 

計画時の想定 現時点での状況 分析 

○関西国際空港用地造成

会社から関西国際空港 2
期事業に伴う土砂採取

要請。（平成 8年 8月）
○多目的公園事業用地全

筆を公社による先行買

収完了。(平成 17年 3月)
 
 
 
 
○土砂採取事業完了。 
 【土量：約 7,000万㎥】
（平成 18年 5月） 

○用地造成事業完了。（平

成 19年 5月） 

○同左 
 
 
 
○多目的公園事業用地全

筆を公社による先行買

収完了。(平成 17年 7月) 
府土地開発公社に対す

る用地取得費等の償還

開始。(平成 18～24 年度ま

で債務負担) 

○土砂採取事業完了。 
（平成 17年 5月） 

 
○用地造成事業完了。（平

成 18年 6月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○土砂採取事業及び用地

造成事業完了により、平

成 18 年度から多目的公
園整備事業に本格着手

し、企業の誘致状況に応

じて段階的に基盤整備

等を行う。 

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
状
況 

○「関西国際空港全体構想

推進本部(知事出席)」に
て、土地利用について民

間のノウハウを積極的

に活用する多目的公園

整備を行う。 
（平成 8年 9月）

 
○「岬町多奈川地区整備促

進協議会」設立(府・岬町
で構成）：土地利用の調

査研究・企画立案。（平

成 8年 12月） 

○「公共と民間が協働で創

造する新しい多目的公

園」とする基本コンセプ

ト策定。（平成 18年 2月） 
基本コンセプトに沿っ

た事業活動が期待でき

る企業 2社と進出実現に
向けた交渉を実施中。 
○岬町多奈川地区多目的

公園パートナー事業者

の審査基準、審査方法、

提出書類等を作成。（平

成 18年 6月） 
○2社事業計画作成中 

（平成 18年 7月） 

○PPP(※)手法導入の具体
化。 
 
(※)PPP 
(Public Private Partnership)： 
官民のパートナーシップ

(協働)による公共サービス
の提供手法。 

事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
の
変
化 

地
元
等
の
協
力
体
制 

○財産区用地は、将来の多

目的公園整備を条件と

した関空 2期事業（土砂
採取）への協力として、

府に無償で貸与。 
○その他民有地は、将来の

多目的公園整備のため

に府に有償で提供。 

○同左 
 
 
 
 
○同左 
 

○財産区用地は、パートナ

ー事業者用地として活

用し、事業進捗を図る。

 
 
○有償取得用地は、府が緑

地等として整備する。 



 
 

 計画時の想定 
備  考 

現時点での状況（変更点） 分析 

費用便益分析 

事
業
効
果
の
定
量
的
分
析 

その他の指標

（代替指標） 

・Ｂ／Ｃ＝ 
（便益総額） 
  Ｂ＝ 
（総費用） 
  Ｃ＝ 
 
計画時点において、費用便

益分析の手法が確立されてお

らず、算出できず。 

 ・Ｂ／Ｃ＝ 
（便益総額）Ｂ＝ 
（総費用） Ｃ＝ 
【想定される民間事業者の事業活動による経済活性効果】 
・事業活動に伴う地域雇用 

    常時雇用 200名／年、臨時雇用 50名／年 
・事業者所有の建物や土地に対する固定資産税 
  建物：約 500万円/年、土地：約 1,400万円/年(約 23ha) 
・事業活動に伴う設備投資 
食品生産加工施設の建設（約 120億円）、果樹園・体験農場等の整備（約 2億円）

・公園内の事業用地の売却及び賃貸収益 
    売却：約 14億円(約 23ha)、賃貸：約 200万円/年(約 10ha) 
 

行政が整備する箇所は、事業地内の道路、水路及び中央の広場
であり、また広大な法面や緑地は森林緑地の復元施設であるた
め、通常の公園とは整備趣旨が異なる。 
さらに、その他の部分は、PPP（公民協働）という手法により
民間事業者が整備を行っているため、公園整備事業の便益に民間
事業者の事業活動が大きく影響することとなる。 
そのため、自然公園や都市公園とは違い一般的な費用便益分析
に当てはまらず、現時点においては、民間事業者の便益範囲も明
確でないため B/C の算出には至らないが、民間事業者の事業活
動による経済活性効果を左記のとおり想定する。 
 また、左記の想定される常時雇用 200名は、岬町の完全失業
者数 507名（平成 12年度国勢調査資料より）の約 4割に相当す
る雇用である。 

安全・安心 

・受益者など 
地域住民 
府民 

○事業地周辺の自然林を保全し、用地造成後の切土法面の緑化をすすめ早急に森林地を再生
する。さらに、切土を活かした自然型排水路等の整備することで、事業地内外の土砂災害・
水害等の防止に努める。 
○進出事業者による無農薬栽培果樹園の整備や資源循環型の事業活動を実践した食品生産・
加工施設の整備により、安全・安心な「食」の生産加工が行える。 
○個々の事業者が環境に影響のないレベルにまで処理した水を利水池に集約し、その処理水
を施設内に散水する等の水循環を実践することで事業地外の環境への影響を小さくする。

 

活力 

・受益者など 
地域住民 
府民 

○「自然の再生」及び「国土の保全」による自然生態の保護や観察活動を通じた環境学習や、
「農業体験」・「食品加工施設の見学」による食育などの社会貢献が図られる。 
○民間事業者の整備施設に加えて、多目的広場（スポーツ関連施設等）やハイキングコース
等の整備に伴う地域住民と都市部住民との交流により、地域の活性化が図られる。 

○多目的広場やハイキングコース等を府民が利用することで、スポーツ振興や健康増進が図
られる。 
○事業地に進出した民間事業者が周辺地域の気候に応じた食品生産加工施設や果樹園・体験
農場等の建設に伴う設備投資により地域振興が図られる。 
○民間事業者が食品生産や加工をおこなうことによる常時雇用（200 名／年）や、果樹園や
体験農場等の収穫時期には臨時雇用（50名／年）などの地域雇用が期待できる。 

 

快適性 

・受益者など 
地域住民 
府民 

○動植物の生息環境の復元や地区内再生森林の再生及び周辺自然林の保全を目指して、事業
地内にせせらぎや親水池等の整備により施設を訪れる府民や地域住民が親しめる豊かな
緑・水環境がある「さとやま空間」を造り育てて、府民の癒し・憩いの場を提供する。 

事
業
効
果
の
定
性
的
分
析 

その他 

○健康・生きがい・リフレッ
シュなどの府民ニーズを取
り入れ、民間のノウハウを
積極的に活用する多目的公
園として整備する。 

世界標準の国
際拠点空港の
造成に貢献 

○国家プロジェクトである関空 2期事業に必要な 7,000万㎥の土砂を供給した。その結果、
無償で約 60haの平地を造成することができた。 

岬町多奈川地区整備促進協議会による検討を重ねた結果、PPP
手法導入による多目的公園整備の具体化が図られた。 
 
【土地活用検討の経緯】 
平成 8年 12月 岬町多奈川地区整備促進協議会の設立 
平成 9年 4月 土地利用計画に関する調査研究及び多目

的公園にふさわしい道路計画・緑化に関す
る検討を実施 

平成 10年 3月 協議会にて、民間の力、ノウハウを活用し
た多目的公園とするための「７つのイメー
ジコンセプト」を発表 

平成 10年度～ 土地利用の事例研究を行うとともに、約
250社の企業へ誘致活動を行った 

平成 17年 4月 多奈川協議会に「企業立地推進調整部会」
を設置 

平成 17年 9月 
～平成 18年 3月 

多目的公園土地利用計画図、イメージパー
スの作成及びインフラ施設の設計を実施 

平成 17年 12月 土地利用の基本コンセプト案を作成 
府民意見の募集実施 

平成 18年 2月 基本コンセプトの策定 
平成 18年 7月 基本コンセプトに沿った事業活動が期待

できる企業 2社と交渉中 
 
 

自然環境等への 
影響と対策 

「大阪府環境影響評価要綱」及び「大阪府環境
影響評価技術指針」に基づき、本事業計画地周
辺の状況を把握するとともに、本事業の実施が
環境に及ぼす影響とその対策について検討を
行う。 

○土砂採取・用地造成工事により失われた自然環境を回復復元するための緑化整備の内容に
ついては自然環境の保全、周辺自然環境との調和等の観点から施設の整備に努める。 

○果樹園等の整備に対しては、原則的に無農薬栽培を行うなどの環境への影響を限りなく小
さくするよう配慮する。 
○自然環境に応じた植生の配置などの適切な緑化整備に努め、残地森林部・法面緑化部・平
面緑化部を合わせて 60％以上の緑地を確保する。 
○事業地周辺は、良質な水源による豊富な湧水に恵まれ、貴重な植物が多く存在する。その
ため、全国的にも類を見ないほどの大規模なビオトープ（復元池）を整備し、植物のサン
クチュアリ（聖域）としての生育環境を形成する。 

自然環境を可能な限り回復・復元するとともに、周辺の環境に

及ぼす影響を可能な限り軽減するよう努めることから、事業内の

環境は事業着手前の状態と同程度に回復すると予想され、種の多

様性は確保されるものと考えられる。また、重要種を育むビオト

ープ等を通じて、岬町周辺の貴重な自然環境の保全と環境学習に

役立てる。 

その他特記すべき

事項 

○基本コンセプトに沿った事業活動が期待できる企業 2社と進出実現に向けた交渉を実施している。 
○多目的公園整備に必要な用地造成については、土砂採取事業（関西国際空港用地造成会社）で実施したため大阪府として費用負担することなく実施できた。 

 


